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血液培養ボトルの使用期限について 
 

 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、血液培養ボトルの使用期限に関する注意点についてご案内申し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 
 
 

記 

 
 

血液培養検査は致死的感染症である菌血症の正確な診断と治療に貢献する重要な検査の一つとなっており

ます。 

血液培養検査に際しまして、採取された血液は血液培養ボトルに接種いただいておりますが、培養終了時

までに血液培養ボトルの使用期限が満了した場合、血液培養ボトルの発育支持能力が低下していることも考

えられ、菌の発育に影響を及ぼしかねません。 

つきましては、血液接種時には、血液培養ボトルの使用期限が「ご提出日＋７日（培養日数）」以降

であることをご確認の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。 

また、血液培養ボトルの貼付ラベルに印字されておりますバーコードは、専用培養器で使用いたしており

ます。従って、オーダリング等で使用されるラベル等で、血液培養ボトルのラベルに印字されておりますバ

ーコード表示部および使用期限記載部を覆うことの無いよう、併せてお願い申し上げます。 

 

 

以上 




